
セクシュアリティは重要な人権の1つである。近年

の国際社会では、ジェンダー主流化の流れに即して性

的指向にもとづく差別を禁止し、セクシュアル・アイデ

ンティティを保障する動きが強まっている。同性姫や同

性間パートナーシップを合法化する国も増えた。しか

しながら、セクシュアリティの権利を抑圧する差別や暴

力が消えたわけではない。今回のシンポジウムでは、

セクシュアリティに関する多様な問題群のなかでも、と

くに権利をめぐる変化が著しい同性愛の問題に焦点

をあてたい。

セクシュアリティ規範は宗教や文化と深く結びつい

ている。国家や共同体などの公権力もまたセクシュアリ

ティの管理に強い関心を抱いてきた。セクシュアリティ

が婚姻や生殖（再生産）の問題とつねに不可分だから

である。しかしながら、キリスト教社会やイスラム教社

会とは異なり、日本では異性愛主義が法規範として貫

徹されたわけではない。ただし、それは性愛や性的指

向の権利を認めてきたことを意味しない。今日の日本

は近隣のアジア諸国と比べてもジェンダー主流化が著

しく立ち後れ、セクシュアリティの多様性を尊重する社

会にはほど遠い。このような原因はいったいどこにある

のか。

シンポジウムでは歴史学・法学・文学のそれぞれの

視点から同性愛を含む性的指向や非異性愛の意味づ

けについて論じ、将来への展望を拓くための手がかり

を探りたい。
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「国連システムにおける同性愛／
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